
共済積立貯金の解約をお願いします

貯金現在残高通知書を配付します

該当者
平成 31 年３月末に退職する方（常時勤務再任用の方は継続できます）
・他共済への転出で、当組合の組合員資格を喪失する方

・退職後、任意継続組合員になる方

手続き

「貯金払戻（解約）請求書」を所属所の締切日までに共済事務担当課へご提出ください。
なお、請求書の印鑑が相違している場合は解約できませんので、必ず届出の印鑑を使用してください。

届出印が不明または紛失の際は、お早めに共済事務担当課へお申し出ください。

非課税貯蓄制度を適用している方は、「非課税貯蓄廃止申告書」の提出が必要となります。
申告書は共済事務担当課を通して送付しますので、「貯金払戻（解約）請求書」と併せてご提出ください。

送金 ３月の解約金の送金日は、平成 31 年３月 28 日（木）です。
 退職後は、利息の計算はされませんので速やかな手続きをお願いします。

　共済積立貯金ご加入の方には、決算月（９月・３月）の翌月に「貯金現在残高通知書」を配付しています。
平成 31 年３月末の通知書は、４月下旬に配付する予定ですが、再発行はできませんので大切に保管してください。

貯金払戻・解約金の送金スケジュール
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　「だんしん」は、貸付金の償還期間中に万一のことがあった場合や病気やケガで長期休職となった場合の保険事
業で、特約保証料等が次のとおり引下げられます。「だんしん」の制度内容等は、共済組合ホームページまたは共
済のしおりをご覧ください。

保険金額※（貸付残高）10 万円につき月額 20 円 →  15 円

保険金額（平均返済月額）1 万円につき月額 99 円 →   69 円

2 回目 送金
払戻し・解約

2 回目 送金
払戻し・解約

2 回目 送金
払戻し・解約

1 回目 送金
払戻し

1 回目 送金
払戻し

1 回目 送金
払戻し

・解約の場合は 2 回目に送金します。 
・「貯金払戻（解約）請求書」の締切日は所属所により異なりますので、共済事務担当課までお問い合わせください。
・払戻限度額は、前月末の残高となります。

貸付の「だんしん」の特約保証料等が引下げられます
平成31年 4月口座振替分より（２月新規貸付分から適用）

だ
ん
し
ん

団体信用生命保険

債務返済支援保険

特約保証料
（保険料）

適用保険料

※保険金額は、貸付残高を 10 万円単位に切上げた金額となります。
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